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二
〇
二
〇
年
度 
第
三
次
補
正

予
算
が
成
立
し
ま
し
た

　

二
〇
二
一
年
一
月
二
八
日
、

二
〇
二
〇
年
度
の
第
三
次
補
正
予
算

が
成
立
し
ま
し
た
。

　

第
三
次
補
正
予
算
で
は
、
学
童
保

育
で
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
の

感
染
拡
大
防
止
を
図
る
た
め
の
費
用

が
内
閣
府
の
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
交
付
金
」に
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の

枠
組
み
の
な
か
の
も
の
で
、
予
算
額

は
総
額
六
五
億
円
の
内
数
と
な
っ
て

い
ま
す
。
補
助
割
合
は
、
国
・
都
道

府
県
・
市
町
村
で
三
分
の
一
。
補
助

基
準
額
は
以
下
の
よ
う
に
利
用
定
員

（
＊
）
ご
と
に
金
額
が
異
な
り
ま
す
。

・	

利
用
定
員
一
九
人
以
下
　
三
〇
万

円
以
内

・	

利
用
定
員
二
〇
人
以
上
五
九
人
以

下
　
四
〇
万
円
以
内

・	

利
用
定
員
六
〇
人
以
上
　
五
〇
万

円
以
内

＊
利
用
定
員
と
は
、厚
生
労
働
省
令「
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
」（
以
下
「
省

令
基
準
」）
第
一
四
条
に
示
さ
れ
て

い
る
「
運
営
規
程
」
で
定
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
「
利
用
定
員
」（
支

援
の
単
位
ご
と
の
定
員
）
を
指
す
。

　

二
〇
二
〇
年
度
の
第
一
次
補
正
予

算（
二
〇
二
〇
年
四
月
三
〇
日
成
立
）

で
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
防
止
を
図
る
事
業
」
と
し

て
、
二
〇
一
九
年
度
の
対
象
経
費
の

実
支
出
額
と
の
合
計
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
国
負
担
一
〇
分
の
一
〇
で
、

一
支
援
の
単
位
あ
た
り
五
〇
万
円
の

予
算
が
計
上
さ
れ
ま
し
た
。

　

つ
づ
い
て
第
二
次
補
正
予
算

（
二
〇
二
〇
年
六
月
一
二
日
成
立
）

で
は
、
学
童
保
育
を
「
児
童
福
祉
施

設
等
」
に
含
め
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
包
括
支
援
交
付

金
」
と
し
て
総
額
四
五
二
億
円
を
計

上
し
、
マ
ス
ク
や
消
毒
液
等
の
衛
生

用
品
や
感
染
防
止
の
た
め
の
備
品

と
、
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な

が
ら
事
業
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い

く
た
め
の
研
修
受
講
や
、
か
か
り
増

し
経
費
な
ど
を
含
め
、
国
負
担
一
〇

分
の
一
〇
で
、
一
支
援
の
単
位
当
た

り
五
〇
万
円
の
予
算
が
計
上
さ
れ
ま

し
た
。

　

交
付
金
の
状
況
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
書
記
室
か
ら

は
、「
二
〇
二
〇
年
七
月
一
七
日
の

締
め
切
り
ま
で
に
申
請
さ
れ
た
分
に

つ
い
て
、
国
の
予
算
四
五
二
億
円
で

は
交
付
申
請
ど
お
り
交
付
決
定
す
る

に
は
予
算
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、

四
五
二
億
円
の
範
囲
内
で
交
付
決
定

を
行
っ
た
が
、
第
三
次
補
正
予
算
案

に
お
い
て
、
必
要
な
予
算
を
計
上
し

て
い
る
」
と
の
説
明
を
受
け
て
い
ま

す
。
ま
た
、
変
更
交
付
申
請
に
つ
い

て
は
、
第
三
次
補
正
予
算
案
成
立

後
、
受
付
を
行
う
予
定
と
の
こ
と
で

し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、「
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事

業
」
と
し
て
、
六
五
億
円
の
内
数
が

計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン

会
議
や
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
相

談
支
援
、
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
を
行
う

た
め
に
必
要
な
経
費
を
支
援
す
る
た

め
、
一
支
援
の
単
位
当
た
り
五
〇
万

円
の
予
算
が
計
上
さ
れ
ま
し
た
。
補

助
割
合
は
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町

村
で
三
分
の
一
で
す
。

　

地
方
負
担
分
に
つ
い
て
、
第
二
次

補
正
予
算
と
同
様
に
、「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生

臨
時
交
付
金
」
の
活
用
が
可
能
か
、

内
閣
府
地
方
創
生
推
進
事
務
局
に
問

い
あ
わ
せ
た
と
こ
ろ
、「
調
整
中
」

と
の
こ
と
で
、
今
後
、
事
務
連
絡
を

発
出
す
る
予
定
と
の
こ
と
で
し
た
。

二
〇
二
一
年
度 

当
初
予
算
案

が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た

　

二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
一
日
、

二
〇
二
一
年
度
の
当
初
予
算
案
が
閣

議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
前
述
し
た

協
議
会
だ
よ
り
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第
三
次
補
正
予
算
が
成
立
し
た
後
、

二
〇
二
一
年
度
予
算
案
を
年
度
内
に

成
立
さ
せ
る
方
針
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。放
課
後
児
童
対
策
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

（
１
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
費

等
　
九
二
二
億
円
（
二
〇
二
〇
年
度

当
初
予
算
額
八
一
二
億
円
）
※
内
閣

府
予
算
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交

付
金
）

　
「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ

ン
」
に
基
づ
き
、
二
〇
二
一
年
度
末

ま
で
に
約
二
五
万
人
分
の
受
け
皿
を

整
備
し
待
機
児
童
の
解
消
を
目
指

し
、
二
〇
二
三
年
度
末
ま
で
に
計
約

三
〇
万
人
分
の
受
け
皿
の
整
備
を
図

る
。

〈
令
和
三
年
度
予
算
案
に
お
け
る
主

な
充
実
事
項
〉

・
育
成
支
援
に
係
る
体
制
の
強
化

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
育
成
支
援

の
質
の
向
上
等
を
図
る
た
め
、
遊
び

や
生
活
の
場
の
清
掃
、
消
毒
等
の
運

営
に
関
わ
る
業
務
、
児
童
が
宿
題
等

に
取
り
組
む
よ
う
な
促
し
や
進
捗
管

理
等
の
サ
ポ
ー
ト
等
、
育
成
支
援
の

周
辺
業
務
を
行
う
職
員
を
配
置
し
た

場
合
に
加
算
を
行
う
。

・
第
三
者
評
価
受
審
の
推
進

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
質

の
向
上
を
図
る
た
め
、
第
三
者
評
価

を
受
審
し
た
場
合
に
加
算
を
行
う
。

　
「
第
三
者
評
価
受
審
の
推
進
」
に

つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究

事
業
」
に
お
い
て
、
二
〇
一
八
年

度
、二
〇
一
九
年
度
に
ひ
き
つ
づ
き
、

二
〇
二
〇
年
度
に
「
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
に
お
け
る
第
三
者
評
価
の
実
施

に
関
す
る
調
査
研
究
」
を
行
っ
て
い

ま
す
（
い
ず
れ
も
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ

サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
実

施
。
座
長
は
尾
木
ま
り
・
有
限
会
社

エ
ム
ア
ン
ド
エ
ム
イ
ン
ク 

子
ど
も

の
領
域
研
究
所
所
長
）。
報
告
書
は

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
の
Ｈ
Ｐ
で
読
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

今
後
開
催
さ
れ
る
「
全
国
厚
生
労

働
関
係
部
局
長
会
議
」「
全
国
児
童

福
祉
主
管
課
長
会
議
」
で
く
わ
し
い

こ
と
が
わ
か
り
次
第
、
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

厚
生
労
働
省
へ
の
要
請
行
動

を
行
い
ま
し
た

　

二
〇
二
一
年
一
月
一
八
日
、
全
国

学
童
保
育
連
絡
協
議
会
は
、「
公
的

責
任
に
よ
る
学
童
保
育
制
度
の
拡
充

と
財
政
措
置
の
大
幅
増
額
を
求
め

る
」
要
望
書
を
、
厚
生
労
働
省
子
ど

も
家
庭
局
子
育
て
支
援
課
健
全
育
成

推
進
室
、
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て

本
部
に
届
け
ま
し
た
。
ま
た
、「
新
・

放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
を
所

管
す
る
文
部
科
学
省
総
合
教
育
政
策

局
地
域
学
習
推
進
課
地
域
学
校
協
働

活
動
推
進
室
、
内
閣
府
地
方
分
権
改

革
推
進
室
、
内
閣
府
規
制
改
革
推
進

室
に
も
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

今
回
、
厚
生
労
働
省
に
重
点
を
お

い
て
要
望
し
た
点
は
、「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
の
感
染
症
拡

大
防
止
と
学
童
保
育
が
そ
の
役
割
を

果
た
す
た
め
に
必
要
な
制
度
の
改
善

と
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
の
命
と
安
全
を
守

る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
「
省
令
基
準
」

「
運
営
指
針
」
に
も
と
づ
く
「
学
童

保
育
の『
全
国
的
な
一
定
水
準
の
質
』」

を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
要
望

し
ま
し
た
。「
省
令
基
準
」
策
定
当

初
は
「
従
う
べ
き
基
準
」
と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
た
指
導
員
の
資
格
と
配

置
基
準
は
、
残
念
な
が
ら
「
参
酌
化
」

さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
施
行

さ
れ
て
い
ま
す
。
参
酌
化
を
定
め
た

「
第
九
次
地
方
分
権
一
括
法
」
の
「
附

則
」
で
は
「
施
行
後
三
年
」、
つ
ま

り
二
〇
二
二
年
度
中
に
見
直
し
を
行

う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」

対
策
を
徹
底
し
、
さ
ら
に
新
興
感
染

症
に
も
対
応
し
て
い
く
こ
と
を
念
頭

に
、
学
童
保
育
事
業
を
継
続
し
て
実

施
し
て
い
く
た
め
に
も
、「
従
う
べ

き
基
準
」
に
戻
す
こ
と
、
そ
の
ほ
か

の
施
設
の
広
さ
や
子
ど
も
集
団
の
規

模
な
ど
の
「
参
酌
基
準
」
も
「
従
う

べ
き
基
準
」
と
す
る
よ
う
、
厚
生
労

働
省
を
は
じ
め
と
し
た
関
係
省
庁
や

国
会
議
員
・
地
方
議
会
へ
働
き
か
け

て
い
き
ま
し
ょ
う
。


